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地域指向型アートプロジェクトの比較分析と地域活性化効果 

 

田代  洋久 

 

     Ⅰ 研究の背景と目的 

     Ⅱ 地域指向型アートプロジェクトによる地域活性化 

     Ⅲ 地域指向型アートプロジェクトの事例 

     Ⅳ 事例の比較分析 

     Ⅴ 地域経済社会の変化 

     Ⅵ まとめ 

 

＜要旨＞ 

 本研究は、創作活動により地域の魅力を高め、地域活性化を目指す地域指向型アートプ

ロジェクトの可能性に着目する。事例研究として、「瀬戸内国際芸術祭」と「混浴温泉世界」

の諸特性を比較し、開催地（直島町、小豆島町、別府市）の地域経済社会の変化を人口・

経済統計により分析した。直島町では新規開設事業者の増加が見られる一方、雇用吸収力

は限定的であることが示されたが、政策効果の検証には多角的な検討を必要とする。 

 

＜キーワード＞ 

 アートプロジェクト（Art Project）、地域活性化・地方創生（Regional revitalization）、
統計分析（Statistical analysis）、文化政策(Cultural policy)、観光政策（Tourism policy） 
 

 

Ⅰ 研究の背景と目的 

人口減少、地域経済の衰退、地域格差の拡大など地域経済社会を取り巻く環境は厳しい

状況が続いている。国が提唱する「地方創生」の実現に向けて、多くの地域では取り組み

を加速させているが、目標とされる①しごとの創生、②ひとの創生、③まちの創生の実現

は容易ではなく、地域力を高める内発的な取り組みと適切な地域戦略が欠かせない。 

こうした中、歴史、文化、暮らしといった文化的資源や創作活動の活用によって、地域

の魅力を高め、交流人口を通した地域活性化を図る取り組みが注目されている。例えば、

地域再生をテーマとしたアートプロジェクトでは、限界集落や離島、衰退した中心市街地

などにおいて、サイトスペシフィックと呼ばれる場所性を重視した創作手法が用いられる。

分散配置された展示作品を巡り歩く来訪者の行動はまちあるきと同一であり、地域特産品

の購入などの観光消費によって地域経済の活性化に寄与するだけでなく、アーティスト、

ボランティア、来訪者等と地域住民との交流を通して、地域社会の活性化が期待されてい

る。 
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アートプロジェクトによる地域活性化については、様々な視角より論考が行われている。

例えば、北川(2014)は、企画サイドの立場から大規模アートプロジェクトの嚆矢である「大

地の芸術祭」の経緯と意義を検証し、地域活性化への貢献を強調している。澤村(2014)は、

「大地の芸術祭」を事例に、経済効果やソーシャル・キャピタルの形成など多角的な視点

から詳細な検証を行い、アートイベントとしての経済効果、社会的効果を認めつつも公共

政策としては疑問が残ると結論づけている。藤田(2016)は、地域活性化を目的とするアー

トは、現代アートが本来持っている批判的精神を削ぐことになるとして、いわゆる地域活

性化を目的とした「地域アート」に対する批判的な論考を行っている。 

一方、アートプロジェクトによる地域活性化にかかる多くの論考では、来訪者の増加に

よる経済波及効果や、地域住民との交流など短期的なイベントとしての評価が多く、定住

人口の増加や地域経済への寄与など持続的な地域活性化への道筋は明らかではない。 

本稿では、瀬戸内海の離島を舞台に「海の復権」を唱える広域型アートプロジェクト「瀬

戸内国際芸術祭」と、別府市の中心市街地においてアートによる地域活性化を模索する別

府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」の比較分析を行ったあと、観光、人口、経済

分野の公的統計を用いてアートプロジェクト開催地（直島町、小豆島町、別府市）の地域

経済面での変化に焦点を当てた基礎的分析を行い、地域政策の視点からアートプロジェク

トによる地域活性化の意義と課題の検討を行うことを目的とする。 

 

Ⅱ 地域指向型アートプロジェクトによる地域活性化 

歴史や文化など地域の文化的資源を発掘し、魅力や価値を高めることで交流人口を増加

させ、地域活性化を図ろうとする取組みが注目されている。まちづくりの要素を加味しな

がら交流人口の拡大を図る取組みは「観光まちづくり」と呼ばれ、観光消費による経済波

及効果だけでなく、地域住民や事業者の参画を通したまちづくりの推進や、地域内外の交

流によって地域の誇りやアイデンティティを回復しようとする含意がある。しかし、自然

災害の発生や都市化の過程で、自然景観や風情のある歴史的な町並みは次第に消失し、特

色ある文化的資源を保有する地域は限られているのが実情である。そこで、交流人口の増

加に向けて、文化的要素に着目した創造的なアプローチが模索されている。 

アートプロジェクトを地域活性化に活用する取り組みもその一つで、多くの地域で近年、

急速に関心が高まっている。一般的には、地域外からアーティストを招聘して、地域から

インスピレーションを得て作品制作を行ってもらい（Artist-in-residence program）、地

域内に完成した作品を分散設置（展示）し、一定期間、地域外から来訪者を招くプログラ

ムとして構成されている。作品を訪ね歩く過程で、地域の自然、景観、歴史、文化、くら

しが体感できるよう設計され、地域の食材や特産品などの観光消費を楽しむ観光プログラ

ムも併設されている。 

一方、アートプロジェクトには様々なタイプがある。美術館、博物館、劇場といった文

化施設における企画展やワークショップの他、地域コミュニティの活性化などまちづくり
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メニューとして行われるアートプログラムを指す場合もある。例えば、学校教育でのプロ

グラムや、高齢者や障がい者など多様な市民が参加するアートプロジェクトでは、人間形

成や人材育成、いきがいの創出、コミュニティ形成など豊かな地域社会の創造に主眼がお

かれている。 

本稿では、有形無形の地域資源を用いて創作活動を行い、地域住民や事業者など地域内

のアクターとの有機的な関連付けながら実施することで、地域経済社会に多元的な効果を

もたらすアートプロジェクトを「地域指向型アートプロジェクト」と定義しておく。 

一般に、創作活動の外部効果として、有形、無形の新たな資源を生み出す創造力と、衰

退した無機的な空間を有機的な空間へと変質させる価値反転能力への期待がある。例えば、

欧米の衰退都市の再生では、古い建造物の価値を見直し、歴史性のある建造物の転用や公

共空間を利用した創作活動を奨励することで、空間イメージの改変による地域活性化に取

り組んでいる。芸術文化の持つ創造性に着目した都市再生は創造都市モデルとも呼ばれ、

歴史的建造物の再生などのハードから市民活動の活性化などのソフトまで幅広い可能性が

指摘され、多くの都市で政策展開がなされている。近年は、都市部のみならず、地方都市

や小規模自治体においても、創作活動に着目した地域再生モデルが模索されている 1)。 

こうした背景を踏まえ、地域指向型アートプロジェクトでは、作品鑑賞を目的に訪れる

来訪者の宿泊、飲食、土産品購入などの観光消費に伴う経済的効果だけでなく、来訪者や

ボランティア、アーティストなどとのさまざまな人的交流に伴って生起される社会的効果、

場所性をテーマとした新たな創作手法の開発などの文化的効果、アートプロジェクトに触

発された市民レベルの文化活動の推進に伴う社会教育的効果といった多元的効果が期待さ

れている。 

地域指向型アートプロジェクトでは、これまで異なる政策分野として認識されてきた芸

術文化、観光、地域産業、コミュニティ、教育、社会基盤整備などが一体的、融合的に展

開できる可能性がある。これを地域課題解決の視点で見ると、地域住民のニーズを満たし

つつ、地域の魅力を高めることで交流人口を増加させる混合型のアプローチであり、地域

アイデンティティを高めながら地域経済と地域社会の活性化を同時に図る可能性として解

釈される。 

 

Ⅲ 地域指向型アートプロジェクトの事例 

１ 瀬戸内国際芸術祭 

「瀬戸内国際芸術祭」は、直島（香川県直島町）を中心に、瀬戸内海の離島（直島、豊

島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島、沙弥島、本島、高見島、粟島、伊吹島）と沿

岸部の港湾である高松港（香川県）、宇野港（岡山県）において、廃校舎、空き家、自然空

間などを活用して現代アート作品を制作配置し、地域住民・ボランティア・アーティスト

間との交流と、分散配置された作品を巡るまちあるきを通して地域活性化を目指す広域型

アートプロジェクトで、2010 年より 3 年に一度開催されている。 
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開催趣旨は、瀬戸内の島に活力を取り戻し、「瀬戸内海がすべての地域の「希望の海」と

なることを目指す」としている。主催は、香川県を中心に国、関係市町、産業経済団体、

大学、地域団体など 47 団体から構成される瀬戸内国際芸術祭実行委員会である。総合プロ

デューサーは公益財団法人福武財団理事長である福武總一郎氏、総合ディレクターはアー

トディレクターの北川フラム氏で、大規模アートプロジェクトの草分けとして知られる新

潟県越後妻有地域で成功をおさめる「大地の芸術祭」2)と同じメンバーである。 

図 1 に瀬戸内国際芸術祭 2016 の開催場所を、表１にこれまでの瀬戸内国際芸術祭の開催

概要を示す。 

         図１ 瀬戸内国際芸術祭 2016 の開催場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）瀬戸内国際芸術祭 2016 ホームページ 

 

「瀬戸内国際芸術祭 2016」は、春、夏、秋の 3 つの会期に分けて、2016 年 3 月 20 日か

ら 11 月 6 日まで断続的に計 108 日間開催された。海外作品を含む 206 の作品が展示される

とともに、重点プロジェクトとして「海でつながるアジア・世界との交流」「瀬戸内の「食」

を味わう食プロジェクト」「地域文化の独自性発信」を実施し、来場者数はのべ 104 万 50

人に達した（図２）。 

直島の来場者数が他島に比べて突出して高いのは、1992 年より島南部において宿泊、レ

ストラン、ショップ等の機能と美術館を兼ねたベネッセハウスの展開を端緒に、民間企業

である(株)ベネッセホールディングス及び（財）直島福武美術館財団によって家プロジェ

クトや地中美術館など多彩な文化事業が継続的に実施されているためで、同島は「アート

の島」とも呼ばれている。一方、小豆島南部の小豆島町では、島がもつ文化、伝統、産業、

絆を情報発信する機会となる芸術祭が小豆島全域で開催されることを「百年の一度のチャ

ンス」と捉え（塩出町長） 、地域活性化効果が全島に波及するよう地域の魅力を高める地

域政策を全力で展開している 3)。 
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表１ 瀬戸内国際芸術祭の開催概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）「瀬戸内国際芸術祭総括報告」（2010、2013、2016）等より筆者作成。 

 

図２ 瀬戸内国際芸術祭 2016 の開催場所別来場者数 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）「瀬戸内国際芸術祭総括報告」（2016）より筆者作成。 

 

 

 

 

 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

（人）
会場名 来場者数（人）

会場別割合
(%)

直島 257,586 24.8
豊島 154,713 14.9
女木島 49,276 4.7
男木島 54,232 5.2
小豆島 155,546 15.0
大島 5,104 0.5
犬島 60,212 5.8
沙弥島 58,766 5.7
本島 21,802 2.1
高見島 21,028 2.0
栗島 23,668 2.3
伊吹島 16,756 1.6
高松港 122,555 11.8
宇野港 38,806 3.7

計 1,040,050 100.0

区 分 芸術祭2010 芸術祭2013 芸術祭2016

テーマ 海の復権 海の復権 海の復権

名称
瀬戸内国際芸術祭2010

「アートと海を巡る百日間の冒険」
瀬戸内国際芸術祭2013

「アートと島を巡る瀬戸内海の四季」
瀬戸内国際芸術祭2016

『海でつながるアジア・世界と交流』『瀬
⼾内の「⼾」を味わう「⼾プロジェクト」』
『地域文化の独⼾性の発信』

会期（開場日数） 7.19－10.31
（105 日間）

春：3.20－4.21（33 日間）
夏：7.20－9.1（44 日間）
秋：10.5－11.4（31 日間）

（計108 日間）

春：3.20－4.17（29 日間）
夏：7.18－941（49 日間）
秋：10.8－11.6（30 日間）

（計108 日間）

会場
9 会場

直島、豊島、女木島、男木島、小豆島、
大島、犬島、高松港周辺、宇野港周辺

14会場
直島、豊島、女木島、男木島、小豆島、
大島、犬島、沙弥島、本島、高見島、粟
島、伊吹島、高松港周辺、宇野港周辺

14会場
直島、豊島、女木島、男木島、小豆島、
大島、犬島、沙弥島、本島、高見島、粟
島、伊吹島、高松港周辺、宇野港周辺

参加アーティスト・
プロジェクト数

18 の国と地域、75 組 26 の国と地域、200 組 34 の国と地域、226 組

アート作品数 76 点 207 点 206 点

イベント 16 企画 16 企画 38 企画

来場者数（人） 938,246 1,070,368 1,040,050

春：263,014
夏：435,370
秋：371,984

春：254,284
夏：401,004
秋：384,762

作品鑑賞
パスポート販売数

88,437 枚 92,094 枚 84,208枚

収入（3カ年） 793百万円 1,175百万円 1,388百万円（決見）

支出（3カ年） 689百万円 1,015百万円 1,238百万円（決見）
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写真１ 瀬戸内国際芸術祭 2016 の開催の様子 (直島・豊島・小豆島) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       宇野港                  直島 

 

 

 

 

 

 

 

   直島の新規開業飲食店（外観）          同左（内部） 

 

 

 

 

 

 

 

   豊島のまちなか案内板            ボランティア（こえび隊） 

 

 

 

 

 

 

 

     豊島美術館（内部）           島民のおもてなし（小豆島） 

（出所）写真画像はすべて筆者撮影。 
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２ 別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」 

「混浴温泉世界」は、別府市中心市街地及び周辺地域において、国内外のアーティスト

が別府のために制作した作品の展示やパフォーマンスを行うアートプロジェクトで、2009

年より３年に一度開催するアートプロジェクトとしてスタートした。来訪者は分散配置さ

れた作品を巡って地域間を回遊、散策し、地域の魅力と出会うしかけが随所に施されてお

り、創作活動、観光まちづくり、温泉地めぐり、中心市街地活性化といった複合的な地域

づくり効果が発揮できるよう設計されている（図３）。行政、地域団体、まちづくり団体、

大学、企業等によって構成される別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」実行委員

会が主催組織であり、NPO 法人 BEPPU PROJECT が事務局を担っている。 

 

図３ 混浴温泉世界 2009 会場展開図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）「混浴温泉世界 別府現代芸術フェスティバル 事業報告書」(2009) 

 

 アートプロジェクトの企画趣旨は毎回異なるが、例えば「混浴温泉世界 2015」では「“世

界は不思議に満ちている”口当たりの良い分かりやすさばかりが求められ、ますます均質

化する現代において、アーティストは世界の根源的な謎を提示し、我々の無限の想像力を

解放し続けている。外国人の居住率が日本で最も高く、古くから多様な文化を受け入れて

きた別府。独自の歴史をたどってきたこの場を舞台に、特徴のあるプロジェクトを展開す

る。」とされており 7)、現代社会が抱える「均質化」という課題を見据えながら、別府とい

う多様性に満ちた地域において展開する意欲がうかがえる。 

2012 年からは、別府市民の日常の文化活動の成果発表の場でもある「ベップ・アート・

マンス」が同時開催され、相乗効果が得られるよう再設計された。2015 年の「混浴温泉世

界」は、総合プロデューサーとして事務局を担う NPO 法人 BEPPU PROJECT 代表理事の山出

淳也氏、総合ディレクターは P3 art and environment の芹沢高志氏で、計 4 人のディレク

ターチームによって実施された。まちを劇場に仕立てた「アートゲートクルーズ」と呼ば
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れるまちなかアートツアーが実施されるなど、単に展示会場を巡るだけでなく、ライブの

魅力を重視した展開が行われた。これまで開催された「混浴温泉世界」の開催概要を表２

に示す。「混浴温泉世界」という名称のアートプロジェクトは 2015 年で区切りをつけ、2016

年以降は、国際的に活躍する一組のアーティストに限定した「In Beppu」という予約形式

のアートプロジェクトとして再構築し、毎年開催することとしている。 

 

表２ 「混浴温泉世界」の開催概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）「混浴温泉世界 別府現代芸術フェスティバル 事業報告書」（2009、2012、2015）

より筆者作成。 

 

写真２ 混浴温泉世界 2015 開催風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※１）別府市中心市街地     （※２）ベップ・秘密のナイトダンスツアー 

 

 

区 分 混浴温泉世界2009
混浴温泉世界2012

「ベップアートマンス」
混浴温泉世界2015

「ベップアートマンス」

会期（開場日数） 2009年4月1日(土)～6月14日(日)
65日間

2012年10月６日(土)～12月２日(日)
58日間

2015年7 月18 日(土)～9 月27 日(日)
72日間

会場
大分県別府市内各所約20ヵ所

(中心市街地／鉄輪／別府国際観光
港）

大分県別府市内各所
(中心市街地／浜脇エリア／鉄輪エリア

／別府国際観光港エリア)

大分県別府市内各所
（中心市街地／鉄輪地区）

作　品

アートゲートクルーズ（８組）
わくわく混浴アパート
ベップダンス
ベップオンガク

８つのアートプロジェクト
関連イベント
ベップアートマンス2012
（122団体、148プログラム）

アートゲートクルーズ（４組）
ベップ・秘密のナイトダンスツアー
永久別府劇場・恐怖の館
わくわく混浴デパートメント
関連イベント等
ベップアートマンス2015
（71団体・個人、88プログラム）

パスポート販売枚数 3,012 7,676 628

来場者数（人） 92,000 171,292 107,299

総事業費（千円） 52,364 119,293 79,006

(注)「混浴温泉世界2012、2015」の来訪者数、総事業費は、同時開催された「ベップ・アート・マンス」を含む
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 （※１）永久別府劇場「恐怖の館」    （※２）アートゲートクルーズの作品 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※３）ベップ・アート・マンス 2012          （※３）同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※４）ベップ・アート・マンス 2015          （※４）同左 

 

（出所）「混浴温泉世界 別府現代芸術フェスティバル 事業報告書」（2015）及び筆者撮影。 

 （注）※１ 「混浴温泉世界 2015」,筆者撮影 

※２ 「混浴温泉世界 2015」,報告書より引用 

    ※３ 「ベップ・アート・マンス 2012」,筆者撮影 

    ※４ 「ベップ・アート・マンス 2015」,報告書より引用 
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Ⅳ 事例の比較分析 

１ 概要の比較 

表３に、２つのアートプロジェクトの概要を比較した。開催場所の地域特性、開催規模、

期間、地域課題は異なるものの、いずれも地域活性化を目的に、実施されている。事業規

模の違いにより成果は異なるが、アートによって、断片化された地域資源を再構成し、作

品化を行う手法は同一である。 

 

表３：アートプロジェクトの概要比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）「瀬戸内国際芸術祭総括報告」（2016）,「混浴温泉世界 別府現代芸術フェスティ

バル 事業報告書」（2015）より筆者作成。 
 

２ 来場者の比較 

来場者属性のおおよその傾向を探るため、各アートプロジェクトで実施したアンケート

調査結果を比較した（図４－１～３）。 

図４－１ 来場者属性の比較（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸内国際芸術祭2016
別府現代芸術フェスティバル2015

  「混浴温泉世界」「ベップ・アート・マンス」

開催地
香川県高松市、丸亀市、直島町、小豆島
町、土庄町他 (12島＋2港湾）

大分県別府市

地域特性 島嶼部（瀬戸内海） 中心市街地（温泉地）

地域産業
漁業、非鉄金属製造業（直島）、食料品製造

業（小豆島）
温泉関連サービス業（「卸売業、小売業」「宿

泊業、飲食サービス業」）

開催目的 「海の復権」、島の活性化 文化芸術の振興、地域活性化、担い手育成

開催期間
2016年3月20日～4月17日、7月18日～9月

4日、10月8日～11月6日
2015年7月18日

 ～ 9月27日

開催日数 108日間 72日間

主体組織 実行委員会（47団体） 実行委員会（21団体）

事務局 瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局 NPO法人BEPPU　PROJECT

ボランティア数
　　　　　　　(人)

1,100 453

来訪者数(人) 1,040,050 107,299

総事業費(千円) 1,238,000 79,006

※「混浴温泉世界2015」の来訪者数、総事業費は、同時開催された「ベップ・アート・マンス」を含む
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図４－２ 来場者属性の比較（居住地別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－３ 来場者属性の比較（年齢層別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出所）「瀬戸内国際芸術祭総括報告」（2016）、「混浴温泉世界 別府現代芸術フェスティ

バル 事業報告書」（2015）より筆者作成。 

 

 性別の属性を比較すると、「瀬戸内国際芸術祭」「混浴温泉世界」「ベップ・アート・マン

ス」はいずれも男性は約 30％、女性は約 70％となっており、女性の比率が高い。 

 居住地別では、「瀬戸内国際芸術祭」では海外比率が約 13％、県外比率が約 56％と、広

域からの来訪が認められ、「国際芸術祭」としての地位を確保しつつある。「混浴温泉世界」

ではアンケート項目の関係で海外比率は明らかではないが、県外比率が約 71％と高くなっ

ており、「瀬戸内国際芸術祭」と同じく広域からの来訪が多い。一方、「ベップ・アート・

マンス」は、市内比率が約 40％と「混浴温泉世界」とは来場者層が異なっており、市民参

加型の文化イベントとなっている。 

 年齢層別では、いずれのアートプロジェクトも幅が広いが、「瀬戸内国際芸術祭」「混浴

温泉世界」は「20 代」「30 代」の比率が高く、「ベップ・アート・マンス」では、「50 代」

「60 代」の比率が高くなっている。この結果から、「混浴温泉世界」と「ベップ・アート・

マンス」は相互補完関係となっており、同時開催することで相乗効果が生まれていること

がわかる。 
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３ 政策展開手法の比較 

「瀬戸内国際芸術祭」は、共通テーマに基づく広域型アートプロジェクトで、瀬戸内海

の「海の復権」を志向する一方、開催地区別の詳細を見ると、政策展開手法が異なってい

る。芸術祭の中核となる直島町は、民間企業が主導する文化事業を軸として展開している

のに対し、小豆島町では、芸術祭の開催を契機に行政主導で総合的な地域活性化を目指し

ている。つまり、地域経済活性化を志向する直島町と地域社会活性化を視野に入れる小豆

島町という構図である。なお、いずれの島も芸術祭終了後は、制作された作品のいくつか

を恒久設置し、閉会後も島々をめぐる文化ツーリズムが行われており、観光集客の平年化

が試みられている。 

一方、「混浴温泉世界」は、企画サイドでは別府市中心市街地のまちめぐりに焦点をあて

つつもあくまで現代アートの可能性を追求しているのに対し、別府市は ONSEN ツーリズム

部が所管しており、文化観光政策としての位置づけである。 

2009 年、2012 年は、まちなかに設置された作品群を来訪者が自由に訪れる手法を採用し

ているのに対し、2015 年の企画では、ツアー方式を採ることで来訪者が容易に立ち入るこ

とのできない世界を知るしかけを設けている 5)。来訪者の人数をあえて制限し、別府をよ

り強く印象づける手法を採ることで、芸術祭のリピート層の獲得だけでなく日常的にも別

府を支援するディープな支援層の開拓を指向している。近年は、周辺地域である国東半島

芸術祭の開催、大分市、由布市、竹田市とのアートプロジェクトのネットワーク化などの

実験的な試みも行うなど、アートプロジェクトによる地域活性化の可能性を追求している。 

 

Ⅴ 地域経済社会の変化 

アートプロジェクトの目的が地域再生や地域活性化にあるならば、文化イベントとして

の一過性の活性化効果を越えて、地域の持続的発展にどの程度貢献できるのかが問われな

ければならない。そこで、本稿では基礎的分析として、観光（観光入込客数）、人口（国勢

調査、住民基本台帳 等）、地域経済（経済センサス）に関する統計資料をもとに、開催地

が所在する市町の地域経済社会の変化を概観してみたい。なお、分析の主たる対象期間は、

アートプロジェクトの開始年（瀬戸内国際芸術祭は 2010 年 6）、混浴温泉世界は 2009 年に

開始）を踏まえ、10 年～15 年間とした。 

 

１ 観光 

図５に、2000 年以降の直島町の観光入込客数の推移を示した。2004 年に世界的な知名度

をもつ地中美術館の開設を契機に観光客数が増加していることがわかるが、さらに瀬戸内

国際芸術祭の開催年（2010 年、2013 年）は突出して観光入込客数が増加しており、直島町

を訪れる観光客の主たる目的は「芸術文化」であることがわかる。 
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図５ 直島町観光客数等入込数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）直島町観光協会資料より筆者作成。 

 

図６は、1987 年以降の小豆島の観光入込客数の推移である。長期減少傾向にあるが、瀬

戸内国際芸術祭が開催された 2010 年と 2013 年は、やや増加していることがわかる。 

 

図６ 小豆島観光客数等入込数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）香川県観光動態調査報告より筆者作成。 

  

図７は、別府市の観光入込客数の推移である。現在、別府八湯と呼ばれる市内八か所の

温泉地をめぐるまち歩き中心に、周辺観光施設への立ち寄りと合わせて、年間約 800 万人

が訪れている。なお、2010 年にみられる「段差」は、集計方法の見直しによるものである。 
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図７ 別府市観光客数等入込数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）別府市観光動態調査より筆者作成。 
 

表４：アートプロジェクトによる来訪者数インパクト比較 

 

 

 

 

 

 

（出所）前掲関連資料より筆者作成。 
  

アートプロジェクトの開催が、どの程度のインパクトがあるのかを探るため、各アート

プロジェクトによる来訪者数の当該地域の年間来訪者数に対する比率を示した（表４）。小

豆島の観光客数は 100 万人を超えるため、瀬戸内国際芸術祭による 20 万人は、18％程度の

寄与であることがわかる。別府市では、混浴温泉世界とベップ・アート・マンスを合わせ

ても 10 万人程度の来訪に過ぎず、ほとんど寄与していないことがわかる。アートプロジェ

クトの開催による交流人口の増加への寄与が大きいのは直島町であり、地域経済社会に大

きなインパクトを与えていると見込まれる。 

 

２ 人口 

国勢調査に基づき開催地の所在市町の人口推移をみると、2000 年を 100.0 としたときの

2015 年の人口増加率は、直島町が 95.5、小豆島町が 84.6、別府市が 96.6 といずれの市町

も減少傾向にあるが、とりわけ小豆島町の減少幅が大きい。1920 年以降の長期人口推移を

図８に示した。小豆島町は戦後一貫して人口減少が続いており、直島町も 1955 年以降、人

口減少が続いている。別府市は、1980 年までは人口増加であったが、緩やかな人口減少局

面に入っている。 

直島町  小豆島 別府市

 来訪者数 462,471 196,357 107,299

（アートプロジェクト） (2015年) (2013年) (2015年)

497,381 1,093,000 8,165,065

(2015年) (2013年) (2015年)

比率（％） 93.0 18.0 1.3
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表５：開催地の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）「国勢調査」（総務省統計局）（2015 年は速報値）より筆者作成。 

 

図８ 開催市町の長期人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）国勢調査（総務省統計局）より筆者作成。 
 

一方、昼夜間人口比率は、直島町、小豆島町で増加傾向にある。直島町の増加幅が大き

い要因として、対岸の岡山県玉野市からの海上交通アクセスが相対的に良好であるため、

域外からの従業を有利にしているのではないかと考えられる（表５）。 

さらに産業別昼夜間人口の状況を見たのが表６である。小豆島町の昼間人口の増加は、

「医療、福祉」「製造業」によるのに対し、直島町の昼間人口の増加は、「製造業」、「サー

ビス業（他に分類されないもの）」「運輸業、郵便業」、「宿泊業、飲食サービス業」と続く。

別府市の昼間人口は「医療、福祉」「宿泊業、飲食サービス業」で増加しているものの、他

の産業では概ね流出しており、総数でも流出している。 

年 1990 1995 2000 2005 2010 2015

直島町 4,671 4,162 3,705 3,538 3,325 3,142

小豆島町 20,455 19,700 18,303 17,257 16,152 14,870

別府市 130,334 128,255 126,523 126,959 125,385 122,193

直島町 101.3 100.8 100.0 99.1 98.0 95.5

小豆島町 126.1 112.3 100.0 95.5 89.7 84.8

別府市 103.0 101.4 100.0 100.3 99.1 96.6

直島町 4,548 4,104 3,751 3,756 3,653

小豆島町 19,954 19,400 18,112 17,161 16,164

別府市 126,486 123,217 121,789 123,054 122,959

直島町 97.7 98.6 101.2 106.2 109.9

小豆島町 97.6 98.5 99.0 99.4 100.1

別府市 97.1 96.1 96.4 97.1 98.1

（ 単位： 人、 ％）
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表６：開催市町における 15 歳以上産業別就業者数（常住地、従業地）の比較 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）「平成 22 年国勢調査」（総務省統計局）より筆者作成。 

 

一方、住民基本台帳に基づく人口動態を見ると、いずれの市町も自然減、社会減となっ

ているが、社会減は縮小傾向にある（図９）。小豆島町では、芸術祭を契機としたまちづく

りに取り組んでいるものの、社会減は収まっていない。そこで小豆島町では人口移動に関

する独自の詳細調査を実施するなどＵＩＪターンによる社会増に向けた政策を加速化して

いる。 なお、別府市の 2012 年の急増は、制度改正により、外国人住民が住民基本台帳に

含まれるようになったことによる。 

 

 

 

 

 

夜間人口（15歳
以上就業者数）

昼間人口（15歳
以上就業者数）

昼間人口－夜間
人口（15歳以上

就業者数）

昼夜間人口比率
（15歳以上就業

者数）

夜間人口（15歳
以上就業者数）

昼間人口（15歳
以上就業者数）

昼間人口－夜間
人口（15歳以上

就業者数）

昼夜間人口比率
（15歳以上就業

者数）

総数 7,191 7,331 140 1.02 1,701 2,094 393 1.23
　　Ａ 農業，林業 268 277 9 1.03 8 12 4 1.50
　　　うち農業 268 277 9 1.03 - 2
　　Ｂ 漁業 140 141 1 1.01 123 132 9 1.07
　　Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 27 33 6 1.22 - -
　　Ｄ 建設業 510 539 29 1.06 130 166 36 1.28
　　Ｅ 製造業 1,958 2,069 111 1.06 456 600 144 1.32
　　Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 50 54 4 1.08 13 15 2 1.15
　　Ｇ 情報通信業 18 7 △ 11 0.39 7 9 2 1.29
　　Ｈ 運輸業，郵便業 459 488 29 1.06 199 243 44 1.22
　　Ｉ 卸売業，小売業 1,092 1,002 △ 90 0.92 140 145 5 1.04
　　Ｊ 金融業，保険業 80 64 △ 16 0.80 15 10 △ 5 0.67
　　Ｋ 不動産業，物品賃貸業 33 33 0 1.00 2 2 0 1.00
　　Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 99 98 △ 1 0.99 16 20 4 1.25
　　Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 468 417 △ 51 0.89 176 219 43 1.24
　　Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 235 209 △ 26 0.89 40 33 △ 7 0.83
　　Ｏ 教育，学習支援業 236 274 38 1.16 80 110 30 1.38
　　Ｐ 医療，福祉 760 880 120 1.16 92 108 16 1.17
　　Ｑ 複合サービス事業 156 144 △ 12 0.92 22 25 3 1.14
　　Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 307 298 △ 9 0.97 99 155 56 1.57
　　Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 280 290 10 1.04 70 70 0 1.00
　　Ｔ 分類不能の産業 15 14 △ 1 0.93 13 20 7 1.54

小豆島町 直島町

夜間人口（15歳
以上就業者数）

昼間人口（15歳
以上就業者数）

昼間人口－夜間
人口（15歳以上

就業者数）

昼夜間人口比率
（15歳以上就業

者数）

総数 55,117 51,864 △ 3,253 0.94
　　Ａ 農業，林業 586 519 △ 67 0.89
　　　うち農業 558 504 △ 54 0.90
　　Ｂ 漁業 64 62 △ 2 0.97
　　Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 1 2 1 2.00
　　Ｄ 建設業 3,746 3,201 △ 545 0.85
　　Ｅ 製造業 3,880 2,094 △ 1,786 0.54
　　Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 227 260 33 1.15
　　Ｇ 情報通信業 661 418 △ 243 0.63
　　Ｈ 運輸業，郵便業 2,391 1,967 △ 424 0.82
　　Ｉ 卸売業，小売業 9,748 9,190 △ 558 0.94
　　Ｊ 金融業，保険業 1,224 1,114 △ 110 0.91
　　Ｋ 不動産業，物品賃貸業 949 893 △ 56 0.94
　　Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 1,145 956 △ 189 0.83
　　Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 6,290 6,519 229 1.04
　　Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 2,868 2,898 30 1.01
　　Ｏ 教育，学習支援業 2,740 2,895 155 1.06
　　Ｐ 医療，福祉 9,222 10,120 898 1.10
　　Ｑ 複合サービス事業 275 236 △ 39 0.86
　　Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 3,692 3,396 △ 296 0.92
　　Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 2,655 2,479 △ 176 0.93
　　Ｔ 分類不能の産業 2,753 2,645 △ 108 0.96

別府市
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図９ 開催市町の人口動態推移 

      （直島町）                （小豆島町） 

  

 

 

 

 

 

 

 

                 （別府市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）香川県人口移動調査報告、別府市統計所（平成 27 年版）より筆者作成。 

 

 以上の結果より、開催市町の人口を比較すると、①定住人口はいずれの市町も減少して

いる。②昼夜間人口比率をみると、直島町、小豆島町で増加傾向にあるが、直島町の増加

幅が大きい。昼間人口そのものはいずれの市町も減少傾向にあるが、産業別では、直島町

の昼間人口の増加は、「製造業」、「サービス業（他に分類されないもの）」「運輸業、郵便業」、

「宿泊業、飲食サービス業」の順となっている。③人口動態では、いずれの市町も自然減、

社会減となっているが、社会減は縮小傾向にあることがわかった。 

 

３ 地域経済 

 アートプロジェクトによる地域経済への貢献するひとつの切り口として、平成 26 年経済

センサス基礎調査結果を利用して、アートプロジェクトが開催された所在市町における事

業所数及び従業者数の新規開設分析を行った。アートプロジェクト開始年は、瀬戸内国際

芸術祭が 2010 年、混浴温泉世界が 2009 年であるため、平成 17 年（2005 年）以降の新規

開設状況に注目した。結果を表７に示す。 

 事業所数ベースの平成 17年～26年の全期間に対する新規開設比率は、小豆島町は 11.2％、

直島町は 31.1%、別府市は 23.4％となっている。直島町は 31.1%と香川県全体の 23.1％を
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上回っており、新規開設が活発になされていることがわかる。一方、従業者数ベースでみ

ると、小豆島町は 10.8％、直島町は 10.6％、別府市は 22.1％となっている。事業所数ベ

ースで香川県全体を上回った直島町であるが、従業者数ベースでは香川県全体の 23.3％に

達しておらず、新規開設に伴う従業者の増加の寄与は限定的であることを示している。 

 

表７：開催市町における開設年別事業所数及び従業者数の比較 

（単位：箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）「平成 26 年経済センサス基礎調査」（総務省統計局）をもとに筆者作成。 

 

これらの結果より、平成 17 年以降で３つの市町のうち顕著な変化が認められるのは直島

町の開設事業所数であるため、対象市町を直島町に絞り、さらに産業別動向を探った。 

事業所数ベースの平成 17 年以降の開設年別構成比は、「宿泊業、飲食サービス業」が

74.1％、産業別構成比でも「宿泊業、飲食サービス業」が 66.2％となっており、直島町の

平成 17 年度以降の新規開設は、「宿泊業、飲食サービス業」が突出して高いウェイトを占

めていることがわかる。「宿泊業、飲食サービス業」の新規開設の要因として、同町の観光

入込客数の推移と照合すると、新規開設は、民間事業者による文化事業及び瀬戸内国際芸

術祭の開催によってもたらされたと考えられる。一方、従業者数ベースの平成 17 年以降の

開設年別構成比は、「宿泊業、飲食サービス業」が 34.4％、産業別構成比では「宿泊業、

飲食サービス業」が 56.3％となっている（表８）。 

香川県 小豆島町 直島町 大分県 別府市

総数 48, 510 1, 013 209 54, 521 5, 894

　 昭和59年以前 18, 872 586 98 19, 719 2, 408

　 昭和60年～平成6年 7, 719 159 18 9, 210 907

　 平成7年～16年 9, 907 144 27 11, 532 1, 123

　 平成17年～26年 11, 385 112 65 13, 297 1, 380

総数 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0

　 昭和59年以前 38. 4 57. 8 46. 9 36. 2 40. 9

　 昭和60年～平成6年 15. 2 15. 7 8. 6 16. 9 15. 4

　 平成7年～16年 22. 3 14. 2 12. 9 21. 2 19. 1

　 平成17年～26年 23. 1 11. 1 31. 1 24. 4 23. 4

事業所数（ 全産業）

実数

構成比
（ 開設年

別）

香川県 小豆島町 直島町 大分県 別府市

総数 437, 572 6, 033 2, 160 487, 503 213, 591

　昭和59年以前 168, 112 3, 825 1, 311 184, 431 77, 735

　昭和60年～平成6年 66, 620 926 286 74, 244 30, 983

　平成7年～16年 97, 539 588 305 107, 583 47, 872

　平成17年～26年 101, 069 650 229 116, 345 54, 290

総数 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0

　昭和59年以前 38. 4 63. 4 60. 7 37. 8 42. 2

　昭和60年～平成6年 15. 2 15. 3 13. 2 15. 2 11. 9

　平成7年～16年 22. 3 9. 7 14. 1 22. 1 22. 9

　平成17年～26年 23. 1 10. 8 10. 6 23. 9 22. 1

従業者数（全産業）

実数

構成比（開
設年別）
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表８：開催市町における開設年別産業別事業所数及び従業者数の比較 

（単位：箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）「平成 26 年経済センサス基礎調査」（総務省統計局）をもとに筆者作成。 

 

４ 小括 

これまでの分析結果から、観光入込客数、人口動態、新規開設の動きが顕著であるのは

直島町である。直島町では観光客数の増加を背景に、「宿泊業、飲食サービス業」を中心に

事業所の新規開設が増加したものの、雇用吸収力は現時点では限定的であることがわかっ

た。 

こうした地域による差異は、直島町は離島でありながらも対岸の岡山県玉野市との距離

が近いこと、民間事業者による文化事業が継続的に展開され、高級宿泊施設や世界的レベ

ルの美術館が設置運営されていること、そのため文化鑑賞を目的とした日常的な来訪者の

存在が示唆され、アートプロジェクトが一過性のイベントではなく、民間事業者が継続的

に運営する文化事業の一環として定着しているためと推察される。 

 

A～R 全産業（ S
公務を 除く ）

A～B 農林漁業
C～R 非農林漁業
（ S公務を 除く ）

M 宿泊業， 飲
食サービ ス 業

総数 209 19 190 58

　 昭和59年以前 98 13 85 6

　 昭和60年～平成6年 18 4 14 3

　 平成7年～16年 27 2 25 6

　 平成17年～26年 65 0 65 43

総数 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0

　 昭和59年以前 46. 9 68. 4 44. 7 10. 3

　 昭和60年～平成6年 8. 6 21. 1 7. 4 5. 2

　 平成7年～16年 12. 9 10. 5 13. 2 10. 3

　 平成17年～26年 31. 1 0. 0 34. 2 74. 1

総数 100. 0 9. 1 90. 9 27. 8

　 昭和59年以前 100. 0 13. 3 86. 7 6. 1

　 昭和60年～平成6年 100. 0 22. 2 77. 8 16. 7

　 平成7年～16年 100. 0 7. 4 92. 6 22. 2

　 平成17年～26年 100. 0 0. 0 100. 0 66. 2

直島町事業所数

実数

構成比
（ 開設年

別）

構成比
（ 産業
別）

A～R 全産業（ S
公務を 除く ）

A～B 農林漁業
C～R 非農林漁業
（ S公務を 除く ）

M 宿泊業， 飲
食サービ ス 業

総数 2, 160 123 2, 037 375

　 昭和59年以前 1, 311 89 1, 222 35

　 昭和60年～平成6年 286 24 262 189

　 平成7年～16年 305 10 295 22

　 平成17年～26年 229 0 229 129

総数 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0

　 昭和59年以前 60. 7 72. 4 60. 0 9. 3

　 昭和60年～平成6年 13. 2 19. 5 12. 9 50. 4

　 平成7年～16年 14. 1 8. 1 14. 5 5. 9

　 平成17年～26年 10. 6 0. 0 11. 2 34. 4

総数 100. 0 5. 7 94. 3 17. 4

　 昭和59年以前 100. 0 6. 8 93. 2 2. 7

　 昭和60年～平成6年 100. 0 8. 4 91. 6 66. 1

　 平成7年～16年 100. 0 3. 3 96. 7 7. 2

　 平成17年～26年 100. 0 0. 0 100. 0 56. 3

構成比
（ 開設年

別）

構成比
（ 産業
別）

直島町従業者数

実数
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Ⅵ まとめ 

地域指向型アートプロジェクトは、文化的資源の創造とまち歩きによる文化ツーリズム

を通じて地域イメージの向上や観光消費による経済的効果に加え、地域住民やアーティス

ト、ボランティアなどとの交流を通した地域の誇りやアイデンティティの形成による社会

的効果、文化的資源の創造、文化活動の誘発や教育効果など多元的な地域活性化効果が期

待されている。これまで、多くの地域ではかかる多元的効果に着目して、アートプロジェ

クトが精力的に行われているが、その効果にかかる検証は十分ではなかった。 

本稿では、地域活性化手法の一つとして注目を集める地域指向型アートプロジェクトの

可能性を検討するため、２つのアートプロジェクトにおける３つの地域を事例に、観光、

人口、経済分野の公的統計を用いて特に地域経済面での変化に焦点を当てた基礎的分析を

行った。結果を要約すると、アートプロジェクトによる観光入込客数は直島町で顕著であ

り、そのインパクトも大きい。また、いずれの市町も定住人口の増加までは寄与していな

いものの、昼夜間人口比率を見ると直島町は増加傾向にあることに加え、直島町、小豆島

町での社会減は緩和傾向にある。一方、経済センサスにより新規開設状況を点検したとこ

ろ、直島町では事業所数ベースでは「宿泊業、飲食サービス業」の新規開設比率が県全体

を上回ったが、従業者数ベースでは下回っており、雇用吸収力への効果は限定的であるこ

とがわかった。 

これらの結果より、地域指向型アートプロジェクトは、文化イベントしての地域活性化

効果は認められるものの、人口増加や地域経済の継続的な活性化を図るには、現段階では

定常的な来訪を可能とする継続的なしくみが必要となる可能性が示唆された。しかし、地

域社会の活性化は経済的効果だけではない。地域の誇り、いきがいの創出、コミュニティ

形成など豊かな地域社会の創造を図る社会的効果や、未来の地域づくりの担い手の育成に

資する教育的効果などの定量評価になじまない政策効果の検証は、評価手法の開発も含め

て更なる検討が必要である。 

 本稿を終えるにあたり、地域指向型アートプロジェクトの今後の課題をいくつか指摘し

ておきたい。 

第一に、地域住民、ボランティア、アーティストなどの交流は地域社会の活性化には貢

献するものの、経済的価値に十分組み込まれていない。また、直島町の文化事業者を除く

と、地域経済を担う既存の事業者のアートプロジェクトへの関与がほとんど見られない。

より多くの地域内アクターの参画によって、新たな地域活性化に向けた連鎖的展開が求め

られよう。 

第二に、来訪者の通年化に向けて、新たに創作された作品を文化的資源の創造と位置付

け、プロジェクト終了後も訪れるしかけが必要であるが、作品の維持管理費などの負担を

だれが担うのかが明らかではない。かかる文化的資源の存在が地域イメージの向上に寄与

することを考えると、一定の公的助成等の枠組みが必要ではないか。 

第三に、アートプロジェクトは、開催規模やプログラム開発、アーティストの選定と折
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衝、地域社会との調整、文化ツーリズムの事業企画、ボランティアの確保、資金・人材の

調達等、専門的能力と総合的マネジメントが必要となる。すでに蓄積されたアートマネジ

メントノウハウを、広く普及促進させることが求められる。 

第四に、アートプロジェクトの多くは実行委員会組織によって構成されている。そのた

め、プロジェクトの方向性は一枚岩とはいえない。とりわけ、創作の自由度を求めるアー

トプロジェクト企画サイドと、交流人口の増加によって地域活性化を図りたい行政の思惑

は必ずしも一致しない。かかる参画アクターの多元性をどのように収斂させ、地域の価値

創造に向けた方向性を打ち出すことができるのかも今後の課題であろう。その意味で、有

形無形の地域資源を用いて創作活動を行い、地域住民や事業者など地域内のアクターとの

有機的な関連付けながら実施することで、地域経済社会に多元的な効果が期待される地域

指向型アートプロジェクトは、今なお発展途上と言わざるを得ない。 

別府市では、2016 年度より新しいアートプロジェクトのあり方への模索が始まったとこ

ろである。現在の地域活性化モデルに見られる創作作品めぐりによる観光政策との結合だ

けでなく、アートと地域産業との結合によるイノベーションの創出といった産業政策への

寄与など、持続的な地域経済社会の活性化に向けて創作活動がどのような役割を担えるの

か、新たなステージへの挑戦に期待したい。 

 

（本学 法学部政策科学科 教授・地域戦略研究所兼任所員） 
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[注] 

1) 地方都市や中山間地域におけるアートを活用した地域再生は、「都市」と対比する意味

で「創造農村」モデルとも呼ばれる。 

2) 「大地の芸術祭」は、人口減少・高齢化に悩む新潟県越後妻有地域(十日町市、津南町)

において、地域に内在する様々な価値を、アートを媒介として掘り起こし、その魅力を

高めて世界に情報発信することで地域再生を図る広域で展開される大規模アートプロ

ジェクトである。 

3) 直島の文化事業及び小豆島町の芸術祭関連の地域政策の展開に関しては、田代（2014）

を参照のこと。 

4) 「混浴温泉世界 別府現代芸術フェスティバル 事業報告書(2015)」より。 

5) 単に観光地を見て回るだけでなく、アートを通じたワークショップへの参加や体験学習

などを通して、感動や体験の共有を図るツーリズムは、クリエイティブ・ツーリズムと

もいわれる。 

6) 先にも言及したとおり、瀬戸内国際芸術祭の中核地である直島町では、㈱ベネッセホー

ルディングスによる文化事業が 1990 年代初頭より取り組まれている。 
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び順に復元する機構と、乱れた並び順に対する個別仕様の平準化のための投入間隔調整機

能が準備されている。この PBS は複数のレーンで構成され、車種仕様別に割り付けられた

レーンに収容する。しかし、復元するうえで不都合な並び順の場合はオペレータが介入し、

割り付け指定以外のレーンへ強制的に搬入操作したり、搬出順序を妨げるボディを回送操

作したり、投入間隔調整の禁止則を無視して強制搬出したり、工程管理システムへ指示す

る必要がある。結局のところ人間の意思決定
．．．．．．．

（遅れているボディを待つべきか否か、どの

レーンに対して搬入または搬出すべきかなど空間移動するボディとその時間見込みを立て、

調整を図る）抜きでは、生産オペレーションは成り立たない（図Ⅱ.1.(3).e）。 

また、この PBS は車両組立ラインにおいて組立作業に必要な部品の未納など、生産でき

ない事象が発生した場合の対象ボディの一時保留場所としての機能も果たすものとなって

いる。その場合、どのボディを保留対象とし留め置くか、または保留解除するかという操

作はオペレータに委ねられ、最終的には人間の意思決定に依存しなければならない。 

(4) 自動車における生産スケジューリングの課題 

自動車は、基本的には見込生産であるから生産計画時に日別製品別の生産数量とともに

必要な材料部品が手配され、生産時点には必要なすべての資源が揃うようにオペレーショ

ンされている。そして、作業工程は効率化（人員ロスをなくす）のために基本的に期間の

総生産台数の所要工数を平均化した作業人員のみを配しており、車種および仕様が平準化

されてライン投入されることを前提としている。したがって、生産スケジューリングは生

産を効率的に実行することのできる生産順序の立案を核機能とし、それを実現するための

  
 

 
 （筆者作成）   
 図Ⅱ.1.(3).e 上塗りラインの順序入れ替わりと PBS における順序の復元操作 
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品を生産しなければならなくなる。このようにして、製品組立工程の外製部品不良という

例外事象の影響が工程全体へ波及してしまい、生産活動が混乱してしまう（図Ⅱ.2.(3).d）。
この生産モデルとして示した工程においては、これらの例外事象を把握し調整するような

しくみが構築されていなければ、その対応調整は、製造現場の生産統制担当者の情報収集

と調整能力といった経験に頼ることとなる。 

(4) 電気機械における生産スケジューリングの課題 

受注組立方式を採る電機は、フォーキャスト（先行オーダーまたは顧客生産計画）を基

に材料部品をあらかじめ調達・貯蔵し、正式に受注した時点で生産指図する。フォーキャ

ストは内示情報であって確定情報ではないため、材料部品の調達と受注との間に乖離が生

じ、その差分の材料部品を手当・準備したうえで生産着手する必要がある。したがって、

電機における生産スケジューリングは生産しようとする製品の材料部品が調達され、すべ

て揃っていることがそのポイントとなる。 
しかし、必ずしも生産計画に従って材料部品を調達・準備し、生産時点における材料部

品が担保できているわけではない。正式に受注した時点の生産指図においても、必要とな

る材料部品を事前に標準設定された調達リードタイム（調達所要日数）で調達できるもの

としてフォーキャストとの乖離調整分の材料部品の納入日が決められ納入指示される。そ

して、その納入日から製品の生産日が決められる。ただし、この納入指示日は確約された

ものではないため、納入指示日までに材料部品を調達できない場合もある。内製部品につ

  
 

 
 （筆者作成）   
 図Ⅱ.2.(3).d 例外事象と工程内への波及 
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からなる場合、それぞれのジョブをどのように機械に割当てるかによってもスケジューリ

ング方法は異なってくる。具体的には、複数の加工作業から成るジョブごとに加工作業順

序に対する機械の割当が固定的に決まっている場合、機械はジョブの系統別に配置される。

この場合、効率的な順序と納期のみを考慮して加工順序が決定される。一方、各ジョブが

必要とする加工作業に対する機械割当が決まっていない場合、加工作業順に加工条件を満

たす機械の中から使用可能な機械を動的に選択し、効率的な順序と納期を考慮して割当配

分することになる。前者を「フローショップスケジューリング」、後者を「ジョブショップ

スケジューリング」という（図Ⅲ.2）。 
そのほかに、加工対象に対する生産資源の条件がすべて与えられているか否かによる静

的問題または動的問題としての区分や。条件データの取り扱い方によって確率論的スケジ

ューリングやボトルネックに着目した TOC スケジューリングなどがある。 

3 生産スケジューリングの方法 

解法として採られる生産スケジューリング方法を分類し、その特徴を「表Ⅲ.3 生産スケ

ジューリングの方法」に整理する［黒田他、2002：19-34］。 
まず、最初に生産スケジューリング問

題の伝統的解法として、OR（Operations 
Research）的アプローチが挙げられる。

OR は軍事的関心の研究から生まれたも

ので、数学的・統計的モデルとアルゴリ

ズムの利用によって、さまざまな問題に

対して効率的解法を決定する科学的技法

である。その一般的な特徴は、スケジュ

ーリング問題をその目的関数と制約式

（定式化した制約条件）、評価関数を用い

て解を求めるものである。 
OR 的アプローチには、生産に用いる

設備とその能力やジョブ（作業）数など

の生産条件によって問題を構成し、解を求めるためのアルゴリズムを定めて最適解を導き

出す構成的アルゴリズムという手法がある。しかし、設備やジョブ数などの生産条件の増

加とともにスケジューリングにかかる計算処理時間の増加に難点があり、問題の構造によ

っては処理時間が指数的に増加する場合がある。 
計算処理時間の増大を抑制するために最適解を得る前に処理を打ち切り、近似解を求め

ることによって問題解決を図る手法として分岐限定法やラグランジュ緩和法などの数理計

画法がある。分岐限定法は１つのスケジューリング問題を複数の子問題へと展開し、それ

をさらに子問題へと展開する過程で定められた条件のもとに処理を打ち切り、子問題の探

  
 表Ⅲ.3 生産スケジューリングの方法 

 

 
 出所）黒田充、村松健児(2002)『経営科学のニュー

フロンティア 11 生産スケジューリング』、

19-34.に筆者加筆 
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関西文化学術研究都市の構想と建設（２・完） 

－関西文化学術研究都市における民間イニシアティブと産官学連携の歴史－ 
 

石川 敬之 
 
     Ⅰ 本稿の目的 

     Ⅱ 関西文化学術研究都市における建設構想と土台づくり 

     Ⅲ 建設促進に向けた仕組み 

     Ⅳ 小括（以上、前号） 

     Ⅴ 学研都市の建設 –ファースト・ステージ –（以下、本号） 

１．関西文化学術研究都市建設促進法の制定 

      ２．建設の着手 

      ３．『促進法』以後 

     Ⅵ 政策の進化 – セカンド・ステージ・プラン – 

      １．「セカンド・ステージ・プラン」の策定 

      ２．「セカンド・ステージ・プラン」の推進 

      ３．政策の進化 

      ４．都市としての成長 

     Ⅶ 新たな展開に向けて – セカンド・ステージからサード・ステージへ – 

      １．「サード・ステージ・プラン」の策定 

      ２．連携の展開 

      ３．学研都市の今後に向けて 

     Ⅷ 結び 
 
 
Ⅴ 学研都市の建設 - ファースト・ステージ - 

１．関西文化学術研究都市建設促進法の制定 

関西文化学術都市（以下、学研都市）は、昭和 62 年 6 月に「関西文化学術研究都市建設

促進法」（以下『促進法』）が制定されたことでナショナル・プロジェクトとなり、実際の

都市建設が進んでいくことになる。ここで学研都市建設がナショナル・プロジェクト化さ

れたことの重要な点は、その優遇措置にあった。学研都市建設は民間主導で進められる計

画であったため、それを実現させるうえでは民間業者に施設建設を促進させる仕組みが必

要であった。そのため『促進法』には、立地促進に向けた様々な優遇措置が組み込まれた

のである。 
ところで、同じ学術研究都市であっても、筑波研究学園都市の建設と関西文化学術研究
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都市のそれでは大きな違いがあった。筑波研究学園都市の建設は、一言で言えば、国立の

研究施設を移転させる国家事業であった。戦後、東京の過密化が進みつつあるなかで、国

が主導して新たな学術研究都市をつくり、そこに国立の研究所や試験場、また各省庁の付

属研究機関を移転させることが筑波研究学園都市の試みであった。一方、関西文化学術研

究都市はあくまで民間主導による都市計画であった。私的な提言からスタートした建設計

画は、その後も民間が主導し、大きな役割を果たしてきた。そして、国もそのような民の

動きを期待していたのである。 
実際、筑波と学研都市の違いはその建設に関わる法律の性格においても如実に現れてい

た。すなわち、学研都市については、都市建設や施設の立地を「促進する」ための法律で

あったのに対し、筑波は文字どおり「建設を行う」ための法律、つまり「筑波研究学園都

市建設法」だったのである。では、『促進法』はいかにして学研都市建設を後押ししたのか。 
『促進法』が果たした最も大きな役割は民間に対するインセンティブの付与であった。

なかでも、税金と金融面での優遇を通じて民間の投資意欲を高めることが目的とされた。

『促進法』の第 8 条には、「国は、関西文化学術研究都市の建設に資する必要な資金の確保

その他の援助に努めなければならない」、また「地方公共団体が建設計画を達成するために

行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、

資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をする」ということが

明確に規定されており、税などの優遇措置による建設促進を裏付ける内容になっている。

ちなみに、この『促進法』に関しては、当時の国土計画に関する税優遇措置を記した法律

の中から最もよいものを持ってきて制定された法律であると言われている１)。 
また、ナショナル・プロジェクトとして学研都市の建設が進められていくなかでは、金

融や税制以外の支援でも様々な方策がとられることになった。例えば、学研都市の建設は

「クラスター型開発」という方法でなされることになった。学研都市は最終的に 12 カ所の

文化学術研究地区が「ぶどうの房状」（＝クラスター）に集まって構成されることになるの

だが、それぞれの地区開発は整備の条件が整ったところから進められることになったので

ある。こうした方式が取られたのは、民間主導となった学研都市の建設では常にその投資

状況が考慮される必要があったためであり、国からの全面的な支援を受けることができな

いなかでの対応策でもあった。ただ、こういったクラスター型の開発方法がとられたこと

によって、周囲の自然環境との調和や既成市街地とのバランスのとれた開発を進めること

もできた。このことも筑波との大きな違いであった２)。 
さらに学研都市の建設を住宅地開発とともに行った点も特徴的であった。『促進法』の「基

本方針」のなかには「居住環境の整備」が謳われており、「良好な住宅・宅地等の整備を図

る」というビジョンが明確化されていた。実際、学研都市が想定した計画人口は 18 万人で、

その開発規模の違いにもかかわらず、筑波の 10 万人を大きく上回っていた。確かに、元々

この地域においては大規模な宅地・住宅開発の計画があり、民間ディベロッパーとの協力

のなかでインフラ整備を含めた都市建設を進めていこうとする流れはあったと言える３)。
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ただ、こうした住宅地区開発と並行した複合的な建設計画は、民間研究施設の立地促進を

支える要因としても大きく作用する結果となり、学研都市の形成に重要な意味を持ったの

である４)。 
 

２．建設の着手 

法整備がなされ、学研都市建設がナショナル・プロジェクト化したことで、現地での動

きも着実に進んでいくことになる。『促進法』が制定された昭和 62 年には、早速、松下電

器、京セラ、島津製作所、住友金属、CSK が学研都市での施設建設を発表する。また、こ

の年には、新設の国立大学院大学である奈良先端科学技術大学院大学の設置に向けた推進

委員会が立ち上がり、さらに翌昭和 63 年には、国立国会図書館関西館の設立についても第

一次基本構想が発表される。こうした国の関与は、やはりナショナル・プロジェクト化に

よってもたらされたものであろう。 
ただ、現地では『促進法』が制定される前からすでに実際の建設は進みつつあった。例

えば、昭和 62 年には国際電気通信基礎技術研究所の起工式が行われている。また、清滝・

室池クラスター地区に大阪電気通信大学の四条畷キャンパスが開校するのも昭和 62 年で

ある。さらにその前年には、同志社大学および同志社女子大学の田辺キャンパスが南田辺

地区に開校し、京都府花き総合指導センターも精華地区に開所している。つまり、学術研

究機関の集積の流れは『促進法』以前から存在しており、その意味で学研都市の建設は『促

進法』から始まるわけでなく、やはり民間によって着実に進められてきたということがわ

かるのである。『促進法』は学研都市の建設を実現させたものではなく、まさに促進させる

ための法律であったといえ、ここに「筑波」との大きな違いがある。学研都市建設は「奥

田懇」によって提唱された理想や構想を人々が力を合わせて実現させてきたものであり、

その歴史のうえに成り立ったものなのである５)。 
 
３．『促進法』以後 

 『促進法』の制定以降、学研都市ではそれまでに計画されていたものも含めて本格的な

施設建設がなされていく。この時期には、現在も学研都市の中核的施設となっている各研

究機関、例えば、国際電気通信基礎技術研究所（平成元年）、イオン工学研究所（平成 2

年）、積水ハウスを中核としたハイタッチ・リサーチパーク起工（平成 2 年）、PHP 総合研

究所（平成 3 年)、国際高等研究所（平成 5 年）、地球環境産業技術術研究機構設立（平成

5 年）、自由電子レーザー研究所(平成 6 年)などが進出する。また平成 5 年には、コンベン

ション施設、交流棟、ラボ（研究室）を持ち、学研都市内の交流促進の役割を担う、けい

はんなプラザが建設されている。こうして、昭和 62 年の『促進法』制定からおよそ 7 年の

間に学研都市内には 50 近くの学術研究施設が立地し、学研都市の初期の姿が現れることに

なる。そして来たる平成 6 年 9 月 23 日、学研都市では「けいはんな学研フェスティバル'94」

が開催され、正式に「都市びらき」を迎えることになるのである。昭和 53 年に始まった「奥
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田懇」から「都市びらき」までのこの期間は、学研都市の構想実現段階として位置付けら

れており、学研都市建設の「ファースト・ステージ」とよばれている。 
 
Ⅵ 政策の進化 – セカンド・ステージ - 

１．「セカンド・ステージ・プラン」の策定 

 学術研究施設の建設立地が進み、学術研究都市としての骨格が形づくられてきた学研都

市は、「ファースト・ステージ」以降もその歩みを止めることなく進んでいくことになる。

学者を中心としたボランタリーな集まりによって生まれた構想が現実的なプロジェクトと

して国の支援を受けるまでに昇華したことは異例であり、極めてうまく進んだと言えるだ

ろう。ただ、その一方で、現地においては、いくつかの問題が生じつつあったのも事実で

ある６)。したがって、学研都市建設の動きを止めず、かつ、その壮大な構想をさらに進展

させていくためには、あらためて現実的な視野からの計画の練り直しが必要であった。実

際、平成 6 年には国土庁大都市圏整備局長（荒田 建氏）から「関西文化学術研究都市の今

後の整備推進方策は如何にあるべきか」との諮問がなされており、また学研都市の建設促

進において重要な役割を果たしてきた国土庁も平成 6 年と平成 7 年の 2 回に渡って現地調

査を実施し、その時点で学研都市が直面する問題、例えばクラスター間での開発状況の差

や文化面での整備の遅れ、また日本経済の後退がもたらす影響などを検討し始めていた。

そして学研都市では、こうした動きに対応するかたちで次なる計画プラン、すなわち「セ

カンド・ステージ・プラン」の策定に着手していくのである。 
 
２．「セカンド・ステージ・プラン」の推進 

 「セカンド・ステージ・プラン」は、21 世紀初頭の学研都市概成を目指して策定された

計画であった。策定にあたっては「関西文化学術研究都市セカンド・ステージ・プラン調

査委員会」と「関西文化学術研究都市セカンド・ステージ・プラン推進委員会」が新たに

組織され、両委員会が協力しながら次の学研都市の方向性を探ることになった７)。 
「セカンド・ステージ・プラン」では、3 つの基本理念、すなわち「文化の創造と交流」、

「新しい学術研究の推進と新産業の創出」、「21 世紀のパイロット・モデル都市の建設」が

掲げられることになったが、これらは学研都市の初期からの理念を引き継ぐものであった。 
また「セカンド・ステージ・プラン」でも従来からの産学官による協調体制は維持され

ることになった。関西文化学術研究推進機構が中心となりつつ、地元の「三府県連絡調整

会議」や国土庁の大阪事務所に新設された「関西文化学術研究都市関係行政機関連絡会議」

などとともに計画推進がなされることになるのである。こうした取り組みは「奥田懇」か

ら続く理想の都市づくりを実現しようとする関係者の思いがあったことに加え、日本経済

の後退によって立地施設が漸減しつつあったなかでの計画の仕切り直しという意味合いが

あったといえる８)。一方、この「セカンド・ステージ・プラン」に対しては、その実施を

確実なものにするため「セカンド・ステージ・プラン事業推進会議」が設立されることに
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もなった（平成 8 年 8 月）。この事業推進会議には、「文化」「学術研究」「産業創出」「都市」

といった 4 つの分科会が設置され、都市建設を推進していくための体制が築かれることに

なるのである。 
こうして学研都市では、その「セカンド・ステージ・プラン」の実施に向けて本格的な

取り組みがなされていく。平成 10 年 5 月には、事業推進会議が『セカンド・ステージ・プ

ランの実現を目指して』とする構想案を発表。平成 13 年にも『けいはんな新世紀戦略プロ

グラム』を策定し、「セカンド・ステージ・プラン」の継続的な実施を（財）推進機構、（株）

けいはんな、地元三府県、ＵＲ、（社）関西経済連合会、および関係自治体などと連携して

実施していくことが確認される。また平成 14 年には国の支援事業である「知的クラスター

創成事業」がスタートし、「ヒューマン・エルキューブ事業推進本部」を設置して新産業創

出に結びつく取り組みを新たに開始するのである。 
ここであらためて当時の学研都市の姿を見ておきたい。セカンド・ステージも終盤に入

った平成 16 年には、12 のクラスター地区のうち、普賢寺地区と北田原地区を除く 10 クラ

スターにて事業が着手され、その進捗状況は当初の計画に対して 66%となっていた。文化

学術研究施設用地の整備済み面積は平成 14 年時点で 287.2ha であり、予定地の 31.9%であ

った。立地施設数は平成 16 年 9 月において 80 施設となっており、その 6 割が学術研究関

連、それ以外は大学などの教育や文化関連施設、また研修施設となっていた。ちなみに、

これらの施設のうち 7 割が民間施設であり、あらためて学研都市の建設が民間主導でなさ

れていたことが確認できる。また学研都市の人口は、クラスター内において約 7 万人、周

辺地区を含めるとおよそ 22 万人であった。そして学研都市内にて研究関連の活動に従事す

る人々は 5700 人（平成 19 年時点）となっていた。 
以上のように、実質的な都市建設の契機となった『促進法』から 20 年もの間、学研都市

は多くの人々の思いを引き継ぎ、またそれらを実現する様々な働きかけを続けながら都市

建設を進めてきた。その結果、学研都市は他に例を見ない民間による壮大な学術研究都市

として、その姿をあらわすことになったのである。 
 
３．政策の進化 

学研都市では「セカンド・ステージ・プラン」の策定後も都市建設のあり方が随時問わ

れ、その対応がなされていった。たとえば、それまで研究施設の立地集積を進めていた精

華・西木津地区においては、地区内の立地施設数の増加を目指し、中小・ベンチャー企業

であっても開発機能を併せ持った生産施設ではあれば、その建設を認めることとした。ま

た大阪府も府内の 3 つのクラスター地区（氷室・津田、田原、清滝・室池）の誘致政策を

見直し、平成 15 年には誘致の対象を商品開発型産業施設に広げるとともに、土地用途も「準

工業地域」へと変更していった。京都府でも、平成 13 年には定期借地権制度を導入するこ

とで土地開発を促し、また借地制度を利用する際の廉価な賃料設定や保証金徴収の廃止と

いった立地優遇策を導入して企業誘致を進めていったのである。 
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こうして学研都市は、その基本理念を守りながらも適切に戦略を変更しながら都市建設

を進めていった。そして、その結果、学研都市は全体として研究特化型から産業集積型へ

転換していくことになる。特に平成 14 年以降では企業関連による立地が増加し、平成 17

年時点では 60 を超える研究開発型の産業施設が学研都市内に立地することになり、その

割合は「研究施設」「大学・その他」という他のカテゴリーを抑えて最も高い比率になるの

である。 
 
４．都市としての成長 

以上で見てきたように、「セカンド・ステージ・プラン」は学研都市にとって大きな進展

をもたらすものであった。この当時、日本ではバブル経済の崩壊や阪神・淡路大震災の発

生などによって社会経済情勢的に厳しい時期であったが、そうしたなかでも学研都市は都

市としての成長を遂げていったのである。また学研都市内のインフラ整備が整ったのもこ

の時期であった。道路では平成 9 年に第二阪奈道路の供給が開始され、大阪とのアクセス

が向上した。平成 12 年には京阪奈自動車道（山田川～木津）も開通し、クラスター間の車

による移動が 10 分程度になるなど大幅な改善が見られた。また、鉄道も平成 6 年に近鉄京

都線木津川台駅が開業、平成 12 年には近鉄京都線新祝園駅に急行が停車することになった。

そして平成 18 年には近鉄けいはんな新線が開業し、30～40 分程度で大阪都心部への直通

アクセスが可能になったのである。学研都市にとってのインフラ整備、および都市部への

アクセスは構想当初からの念願であり、それがようやくかたちになったといえる。こうし

て中核的施設の立地と基盤整備が進んだ学研都市は、さらなる展開を目指して次の段階に

入っていくことになるのである９)。 
 
Ⅶ 新たな展開に向けて – セカンド・ステージからサード・ステージへ - 

１．「サード・ステージ・プラン」の策定 

関西学術研究都市調査懇談会、通称「奥田懇」が昭和 53 年に発足してから 30 年近くが

経ち、学研都市は文字どおり都市となった。何もなかった丘陵地に最先端の学術研究施設

が立ち並び、5000 人を超える研究者が就業し、周りには 20 万人もの人々が住む都市にな

ったのである。また、こうしたことが国主導ではなく民間事業をベースにしてなされた結

果であることは驚きに値する。 
一方、学研都市は、こうした現状にとどまることなく、さらに次の段階への移行を探り

始める。「セカンド・ステージ・プラン」が終了する 2 年前の平成 16 年に「関西文化学術

研究都市の明日を考える懇談会」が設置され、翌平成 17 年 3 月には新たな提言である『関

西文化学術研究都市の明日にむけて－世界にひらかれた 魅力あふれる創造都市 けいはん

な－』が発表される。そして平成 18 年には「セカンド・ステージ」に続く「サード・ステ

ージ」に向けたプラン、すなわち『関西文化学術研究都市 サード・ステージ・プラン －
学研都市の新たな展開を目指して－』が正式に策定されるのである１０)。 
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この新たな「サード・ステージ・プラン」が目指したのは、学研都市のポテンシャルと

なっていた「都市としての集積の実績と蓄積」を活かした進展であった。具体的には、（1）

学研都市の総合力の強化、（2）交流連携を通した一体性の確立、そして（3）都市運営に重

点を置いた取り組み、といった点が目標として掲げられた。とりわけ、「都市運営への重点

化」と「交流連携を通した一体性の確立」は、都市建設という段階からさらにもう一歩進

もうとするものであり、学研都市全体における産官学連携の強化が目指されることになっ

た。また、この連携では研究活動の高度化だけでなく、「研究成果の事業化」や「産官学連

携等による産業育成」も追求されることになった。「サード・ステージ・プラン」以降はこ

ういった施策が多く出てくるようになってくるが、それは学研都市に対する期待とともに、

学研都市そのものが学術研究都市として十分に機能すると認められるようになったからで

あると考えられる。 
 
２．連携の展開 

立地する各施設の連携を通じてそれぞれのポテンシャルを高めようとする「サード・ス

テージ・プラン」では、その実現に向けた積極的な取り組みや働きかけもなされていく。

平成 21 年 7 月には、推進機構が「けいはんな新産業創出・交流センター」を統合し、組織

体制の強化と効率化によって学研都市内の研究シーズを産業振興につなげていこうとした。

また、学研都市ではこの頃から国のプロジェクトにも積極的に参画しながら産学官連携の

促進による産業創出も実現しようとしていく。平成 14 年には文部科学省の「知的クラスタ

ー創成事業」に選定され、その後も平成 20 年に「都市エリア産官学連携促進事業」（文部

科学省）、平成 22 年には「次世代エネルギー・社会システム実証地域」（経済産業省）、そ

して平成 23 年には「地域イノベーション戦略推進地域（国際競争力強化地域）」（経済産業

省・農林水産省）と「関西イノベーション国際戦略総合特区」に選定されるのである。こ

の時期は、いわゆる「産業クラスター論」や「オープンイノベーション論」が学術および

政策の場において注目されており、その意味ですでに集積が進みつつあった学研都市が国

の産学官連携事業の対象となりえたことは納得できるところでもある。ただ「サード・ス

テージ・プラン」の実現に向けて積極的に動いた学研都市の取り組みが功を奏したことは

間違いないだろう。 
こうして学研都市は、その時代の流れや社会の要請に対応しながら自らのポテンシャル

をさらに生かす道を探り続けてきた。なかでも推進機構は、学研都市における発展プロセ

スの各節目において外部から意見を取り入れる仕組みをつくり、その進むべき方向を探る

努力を行ってきたといえる。現在の学研都市の代名詞ともいえる産学官の連携もその結果

であり、こうした繰り返しが、まさに関西文化学術研究都市を創りあげてきたといえるの

である。 
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３．学研都市の今後に向けて 

 平成 27 年度は「サード・ステージ・プラン」の最終年度となったが、学研都市では、こ

こでもこれまでと同じように、その前年から次のステージに向けた検討を開始することに

なった。具体的には「新たなステージにおけるあり方検討協議会」が平成 26 年に設置され、

その後は「けいはんな学研都市新たな都市創造委員会」にて「サード・ステージ・プラン」

の実績評価、および学研都市の今後のビジョンとその推進戦略の策定がなされることにな

った。委員会は、国、学識経験者、立地機関、経済団体、地元自治体、連携機関などから

選出された 67 名の委員によって構成され、また同委員会には新たに「幹事会」が置かれる

ことで、策定されたプランの実現に向けた実質的な取り組みが進められることになった。

このような一連の流れは学研都市が長年を通じて蓄積してきたものであり、それがここで

も踏襲されることになったのである。 
 
Ⅷ 結び 

以上、本稿では関西文化学術研究都市における構想と建設の歴史を振り返ってきた。平

成 27 年 9 月の段階にて関西文化学術研究都市には 129 の立地施設があり、7700 人を超え

る研究者・職員が就業し、そして都市全体では 25 万人近い人口が形成されている。「奥田

懇」による構想・提言がなされて 40 年、『促進法』によるナショナル・プロジェクトとし

ての都市建設が始まってから 30 年が経ち、関西文化学術研究都市は世界的にみても傑出し

た学術研究都市になったのである。また本稿でも繰り返し見てきたように、この都市建設

は国主導ではなく民間のイニシアティブによって進められ、今もなお、関係者のその思い

や努力が続いているということは特筆すべきことである。 
 一方で、当然のことながら、この学研都市は熱意だけによって生みだされたものではな

い。学研都市の形成において極めて重要な意味を持っていたのは、時宜をとらえ、柔軟に

自己変革を遂げていくための戦略であった。学術研究都市という基軸は守りつつも、例え

ば立地対象を研究開発機能を持った企業に拡大したり、また都市全体で研究成果の事業化

を促進したりと、常に進化することを目指してきたのである。こうした学研都市の柔軟性

の高さは民間主導という特徴を逆に活かしたものであったともいえ、オーダーメイド型で

あった「筑波」には見られない強さやしなやかさを見ることができたといえる。 
さらに、この学研都市は、その戦略を実行に移す取り組みに関しても優れた特徴を有し

ていた。各分野から多くの知を動員するための仕組み、またその知から生みだされる構想

を実現していく体制、そして継続的な資源の導入と活用。こうした実践の全てが学研都市

内への施設集積を生み、またその集積がさらなる立地をもたらすことで都市全体が形成さ

れていったのである。 
 いま、学研都市は一時期の苦境を乗り越え、再び活力を取り戻そうとしている。規制緩

和によって立地する施設や企業が増えるとともに、従来から進めていた職住一体の都市開

発が周辺人口を増加させ、それがさらに企業立地を促すという好循環を生んでいるのであ
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る。ただ、変化の激しい国内外の社会経済的情勢も含め、学研都市を取り巻く環境につい

て楽観視することはできない。加えて全国には 100 か所を超えるリサーチパークやサイエ

ンスシティがあり、施設誘致の都市間競争はなおも厳しいところである。その意味におい

ても、学研都市は今後も新たな方向を探りながら進化していかなければならないのである。 
 

（本学 地域共生教育センター 准教授） 
                                                   
〔注〕 
１) 藤原（1988）を参照のこと。ただ、浅田（1993）はそうした税優遇措置にあっても不十

分な側面が残されていたことを指摘している。 
２) 筑波研究学園都市では急速な開発が進む中で地元住民との軋轢や自然破壊といった問

題も生じたとされている。例えば、沼田（1994）や三井（2015）を参照のこと。 
３) 実際、このことは学研都市周辺地域の整備・開発の状況を振り返ってみれば、さらにあ

きらかになる。学研都市は、その構想段階から「文化学術研究施設と住宅の複合開発」

を目指しており、単に「学術研究施設」を集積させるだけでなく、「居住機能」を有した

自然環境と調和する都市の実現というコンセプトがあったからである。そのため、けい

はんな地域の宅地開発やインフラ整備などは『促進法』が制定される以前から進みつつ

あった。当時、現地の開発を主導したのは住宅・都市整備公団であり（前号参照）、昭和

63 年時点では、平城地区、相楽地区、田原地区、祝園地区において区画整理事業がなさ

れており、分譲も進みつつあったのである。 
４) 職住一体開発は、その後の学研都市の魅力を生み出すとともに、住民参加による実証実

験などを可能にするものにもなっていく。 
５) 筑波では、国があらかじめ建設計画をつくり、日本住宅公団が一括して土地を購入し、

最終的な完成図ができてから、文字どおり、学園都市を建設するための『建設法』がつ

くられることになる（荒木、1985；藤原、1988）。 
６) 学研都市の中心となる精華・西木津、平城・相楽といった地区では、順調に土地の分譲、

施設の立地が進みつつあったが、一方で、氷室・津田、高山といったクラスター地区で

は思うように企業進出が進まない状況があったとされている（實、2004）。 
７) 平成 6 年 10 月 7 日に「関西文化学術研究都市セカンド・ステージ・プラン調査委員会」

が設立され、同月 11 日に「関西文化学術研究都市セカンド・ステージ・プラン推進委員

会」（委員長：岡本道雄京都大学総長）が発足する。調査委員会が推進委員会をサポート

する形で両者は連携し、調査委員会は９回、推進委員会では６回の会合を経て、平成 8

年 4 月 25 日に推進委員会から国土庁に対して答申がなされることになる。また、「セカ

ンド・ステージ・プラン」では、地元５市３町の首長とも懇談会をもち、地元の意向を

反映させた形で策定されていく。詳しくは山崎（1996）を参照。 
８) 大久保（1996）は、「学術研究都市建設という超大型プロジェクトの中だるみ是正とい

う意義を越えて、計画のバージョンアップを図るという意味では、時宜を得たものであ

った」と指摘している。 
９) また、この時期は学研都市が大きく飛躍する時期でもあったといえる。日本原子力研究

所や地域環境産業技術研究機構が研究施設を開設、増設したのをはじめ、平成 14 年には

国立国会図書館関西館、翌年には「わたしの仕事館」といった国の大型施設がオープン

するのである。 
１０) さらに、この「サード・ステージ・プラン」の実現を推進するために、学識者、立地

機関代表、経済団体、地元行政・自治体による「サード・ステージ推進会議」を設置し、

推進企画会議や基本政策委員会（後に推進委員会）を軸として「サード・ステージ・プ

ラン」の確実な実現に向けた方策がここでもとられることになる。 
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１.　地域課題研究

地域戦略研究所では、北九州地域の「社会福祉」「産業経済」「都市計画」など

の分野に係わる諸問題について、学際的・総合的・客観的な立場から調査研究を

実施しています。今年度は各専任所員が、「ハイフォン市の学術研究機関との連

携プラン」「公共空間のエリアマネジメント」「集客イベントの効果と展望」「ア

クティブシニア層の消費実態」「地方財政における地域金融機関の役割」「城下町

を活かしたまちづくり」のテーマをそれぞれ掲げ、地域課題解決に向けた政策提

言へつなげるという視点から、各研究課題に取り組みました。

２.　関門地域共同研究

北九州市立大学地域戦略研究所と下関市立大学附属地域共創センターが共同で

設立している「関門地域共同研究会」は、1994 年度から関門地域に関する調査

研究を行っています。

　2016 年度の研究は、「インバウンド」「子どもの貧困」をテーマに取り組みま

した。論文集『関門地域研究』Vol.26 は 2017 年 3 月末に公表を予定しています。

　なお、2016 年 5 月 16 日（月）には、2015 年度の研究内容に関する成果報告会

を海峡メッセ下関で開催し、研究成果の地域還元を図りました。報告会では 5本

の研究報告に加え、産学官のパネリストを招聘したミニシンポジウム「地方創生

と関門観光　－インバウンドの可能性」を実施し、関門連携に関する議論を深め

ました。報告会には約 100 人の市民、関係機関等の方々に御参加いただきました。

３.　受託調査事業

各種機関から地域が抱える諸課題を受託して、学際的・中立的な視点から調

査研究を行っています。これらの調査研究の成果は、各種機関の政策立案や評

価などに活用されるなど、地域社会の発展に広く貢献しています。

　今年度も、昨年度に引き続き、障害福祉や女性活用、北九州空港の路線誘致

など、多岐にわたる業務を受託しました（以下、平成 29 年 2 月末時点）。

地域戦略研究所　事業概要
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・平成 28 年度北九州市障害児・者等実態調査

・平成 28 年度女性活躍推進プログラム開発

・北九州空港旅客路線誘致基礎調査

・2018 シーズン・Jリーグスタジアム調査

・カンボジア・プノンペン都での産業人材育成支援事業計画策定に向けた基礎調

　査

・「北九州ポップカルチャーフェスティバル 2016」における経済波及効果分析

・連携中枢都市圏ビジョンの改訂に係る資料作成業務

４.　研究交流

地域戦略研究所では平成 18 年に締結した仁川発展研究院（韓国・仁川広域市）

との研究交流協定に基づき、隔年で相互訪問して共同研究報告会を開催していま

す。本年度は内田副所長以下４名が8月30日から3日間、仁川市を訪問しました。

8 月 31 日午後に開催された共同研究発表会では、地方財政、障害者スポーツを

テーマに４題の発表が行われ、活発な議論が行われました。

○「財政公平性強化のための調整交付金制度改善方案研究」（仁川発展研究院

研究委員　崔泰林）

○「仁川広域市の障害者活動支援サービス機関の評価方法の研究」（仁川発展

研究院研究委員　李龍甲）

○「北九州市の財政効率化に関する研究」（北九州市立大学地域戦略研究所准

教授　宮下量久）

○「北九州市の障害者のレクリエーションやスポーツに関する研究」（北九州

市立大学地域戦略研究所准教授　深谷裕）

また訪問中、仁川市の沿岸部に開発が進められている松島新都市（計画人口：

25 万人）の Incheon Global Campus（現時点で海外４大学が進出）や新都市の

インフラ、交通、防犯などを統括管理する IFEZ Global Center、ノートルダム

障害者福祉施設などを視察しました。
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2016 年 地域戦略研究所 刊行物 

 
地域戦略研究所紀要 第 1 号 

2016 年 3 月発行 

タイトル 執筆者（所属） 
  

産業構造の変遷と誘致政策の展開 
‐北九州市を例として‐ 

 

 

柳 井 雅 人 

(地域戦略研究所長) 

 

 

中小企業の今日的課題 
‐下請中小企業の自立に関する一考察‐ 

 

 
吉 村 英 俊 
(地域戦略研究所) 

 

坂 本 隆 行 
（大学院社会システム研究科

博士後期課程 院生） 

 

  
福岡県内自治体における世界文化遺産に対する 
市民意識と活性化策 

 

 

内 田  晃 

(地域戦略研究所) 

 

非合併自治体の効率性に関するパネルデータ分析 

 

宮 下 量 久 

(地域戦略研究所) 

 

北九州市民の防災・災害情報に対する意識の現状分析 
南    博 

(地域戦略研究所) 

研究ノート 
関西文化学術研究都市の構想と建設（1） 
－関西文化学術研究都市における民間イニシアティブと 
産学官連携の歴史－ 

石 川 敬 之 

（地域共生教育センター） 
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地域課題研究 

2016 年 3 月発行 

タイトル 執筆者（所属） 

北九州市製造業の女性活躍推進に関する基礎的調査 

 

吉 村 英 俊 

(北九州市立大学地域戦略研究所) 

林  一 夫 

(株式会社北九州経済研究所 

上席研究員) 

 

 
超小型モビリティを活用した 

地域交通マネジメントに関する研究 
 

 

内 田  晃 

(北九州市立大学地域戦略研究所)  

 

北九州市における障害者のレクリエーションおよび 
スポーツ参加に関する研究 

深 谷  裕 
(北九州市立大学地域戦略研究所) 

北九州市の財政効率化に関する研究 

 

宮 下 量 久 
(北九州市立大学地域戦略研究所) 
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2015 年度 地域課題研究 

北九州における集客イベントの効果と展望（2） 

2016 年 3 月発行 

 

 はじめに  

 

   ギラヴァンツ北九州の２０１５年スタジアム観戦者の現状分析 

                                   

   ２０１６年シーズン開幕直後のギラヴァンツ北九州に対する市民意識 

                        執筆者（所属） 

                        南 博（北九州市立大学地域戦略研究所） 

  

 

   ［活動記録］ 

   「北九州スタジアムを拠点とした魅力あるまちづくりシンポジウム」開催記録 
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関門地域研究  Vol.25 

 空港 観光 自治体間連携 

2016 年 3 月発行 

タイトル 執筆者（所属） 

空港 

 

関門地域における北九州空港の運営及び 

利用に関する調査研究 

 

宮 下 量 久 

（北九州市立大学地域戦略研究所） 

  下関市内からの北九州空港利用実態と 

利用促進に向けた課題 

  －下関市内企業に対するアンケート調査結果から－ 

内 田  晃 

（北九州市立大学地域戦略研究所） 

観光 

 

関門地域の観光の現状と課題 

－地域外住民からの意識等に注目して－ 

南     博 

（北九州市立大学地域戦略研究所） 

  関門地域の工業化と鈴木商店 

－歴史遺産の観光活用に向けて－ 

 

木 村 健 二 

佐 藤 裕 哉 

水 谷 利 亮 

  (下関市立大学) 

 

 自治体間連携 

 

自治体境界による民間企業への阻害要因に対する 

観光施策への影響 

 

難 波 利 光 

宗 近 孝 憲 

（下関市立大学） 

 

 ［資料］ 

  平成 27年度関門地域共同研究会 成果報告会 

  ミニシンポジウム「今後の新たな関門連携に向けた展望」開催記録 
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地域戦略研究所 NewsLetter 第 1 号 （2016 年 1 月 1 日発行） 

地域戦略研究所 発足！ 

 

 

地域戦略研究所 NewsLetter 第 2 号 （2016 年 4 月 1 日発行） 

COC+ キックオフフォーラム開催！ 

地域戦略研究所 教員異動のお知らせ 
神山 和久（前・地域戦略研究所 教授） 
小林 敏樹（地域戦略研究所 准教授） 

田中 ひろみ（地域戦略研究所 特任准教授） 

 

 

地域戦略研究所 NewsLetter 第 3 号 （2016 年 7 月 1 日発行） 

地域戦略研究所 研究報告会 

関門地域共同研究会 成果報告会 

COC+事業 「まなびと JOB ステーション」がグランドオープン！ 

 

 

地域戦略研究所 NewsLetter 第 4 号 （2016 年 10 月 1 日発行） 

仁川発展研究院（大韓民国）との共同研究報告会を開催 

「地域戦略研究所ギラヴァンツ北九州アーカイブ展」に 735 人ご来場 

 

※所属は発行時のもの 
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2016 年 地域戦略研究所 事業日誌 

 
月 日 事 業 内 容 

１ 12～16 

 

20～25 

２6 

【海外調査】カンボジア・プノンペン都との産業経済分野における交流 

可能性調査 

【調査】関門地域の観光に関する全国 6 市アンケート 

【調査】北九州空港に関する市民意識調査 

２ 8 

15～26 

 

27 

・ 

 

【講演】「山梨大学学術研究会システムデザイン分科会講演会」 

【コーディネーター】JICA 研修「持続的な都市開発のための都市経営(B)」

のコーディネート 

【コーディネーター】「2016 アートフォーラム in Yukuhashi」 

【研究】北九州市における障害者のレクリエーション及びスポーツ参加に 

関する研究 

３ 8～12 

14 

19 

 

19 

20～23 

 

28 

30 

・ 

【海外調査】ハイフォン草の根事業に関わる工場診断、報告会 

【研究会】第 3 回九州・ひびきの自律走行研究会 

【出演】福岡 6 局共同制作ラジオ特別番組「ライフ・サポーター あなたを 

守る防災ラジオ」出演 

【パネラー】副都心黒崎開発推進会議「地域づくりマネージャー養成塾」 

【海外調査】カンボジア・プノンペン都との産業経済分野における交流 

可能性調査 

【フォーラム主催】COC+ キックオフフォーラム（ステーションホテル小倉） 

【研究会】日本建築学会地方都市再生手法小委員会 

【刊行】「加害者家族のライフストーリー 日常性の喪失と再構築」：深谷裕

准教授 

４ 22 

26～30 

【研究会】九州と台湾における地方創生に関する国際共同研究会 

【各種協議】ベトナム・ハイフォン出張：CO2 削減プロジェクトに関する協議 

５ 8 

１3 

 

〃 

〃 

【講演】みやこ町国道 201 号バイパス建設促進期成会 

【報告会】第 1 回地域戦略研究所 研究報告会（アミュプラザ小倉 7 階  

本学小倉サテライトキャンパス） 

【セレモニー】COC+事業 「まなびと JOB ステーション」グランドオープン 

【講演】第 10 回まちづくり情報カフェ 
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月 日 事 業 内 容 

16 

23 

29～6/2 

【報告会】関門地域共同研究会 成果報告会（海峡メッセ下関） 

【講演】ESD いきいきシニア塾 

【調査】カンボジア・プノンペン都 経済産業分野に関する都市間連携の 

可能性調査 

６ 17 

13 

 

14～20 

25 

【調査】「消費増税と北九州市財政等に関する市民意識調査結果」の公開 

【講演】フットパス大学「フットパスの可能性～プラットフォームとしてのフット

パス～」 

【各種協議、工場診断】ベトナム・ハイフォン市 

【刊行】『「平成の大合併」の政治経済学』：宮下量久准教授 

７ 3～9 

9～8/5 

20 

23～24 

29 

 

31 

【調査】リサーチコンプレックス先進地調査（フィンランド、ドイツ） 

【展示】「地域戦略研究所ギラヴァンツ北九州アーカイブ展」開設 

【講演】北九州市立年長者研修大学校穴生学舎「ベトナム事情」 

【講演】第 5 回フットパス大学（福岡県中間市） 

【研究会】日本防火・危機管理推進協会「平成 28 年第 2 回：地方公共団体

の危機管理に関する研究会」 

【調査】J リーグ公式スタジアム観戦者調査 

８ 6 

7 

22～23 

25 

26 

29～9/2 

30～9/1 

【意見交換会】みやこ町勝山地区グループ意見交換会 

【意見交換会】みやこ町豊津地区グループ意見交換会 

【講演】第 6 回フットパス大学（北海道釧路市） 

【講演】ラグビー 北九州市にキャンプ地誘致を成功させる会 

【講演】田川飛翔塾 

【開講】地域企業をテーマとした大学合同の地域科目を開講（COC+事業） 

【報告会】仁川発展研究院（大韓民国）との共同研究報告会 

９ 10 

 

13 

 

17 

29～30 

【研究会】日本計画行政学会全国大会ワークショップ「瀬戸内海の未来 

展望と戦略：多様性の展開と価値の創造」 

【研究会】日本防火・危機管理推進協会「平成 28 年第 3 回：地方公共団体

の危機管理に関する研究会」 

【講演】第 4 回まちなみフォーラム福岡 in 津屋崎千軒 

【講演】第 7 回フットパス大学（熊本県天草市） 
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月 日 事 業 内 容 

１０ 5 

11 

 

13 

18 

15、29 

 

29 

【講演】テクノミクス北九州「ベトナムの産業人材育成の現状と展望」 

【講演】北九州・ハイフォン中小企業経営者交流事業「北九州市と 

ハイフォン市の企業交流に期待すること」 

北九州市立年長者研修大学校周望学舎「ベトナム事情」 

【JICA 研修】「持続的な都市開発のための都市経営」コース 

【コメンテーター】副都心黒崎開発推進会議「地域づくりマネージャー養成

塾」 

【公開講座】ギラヴァンツ北九州の社会的・経済的効果 

１１ 

 

5～6 

 

6 

 

8 

9 

 

10 

 

19 

【調査】北九州ポップカルチャーフェスティバル 2016 来場者調査（西日本

総合展示場新館） 

【公開講座】ギラヴァンツ北九州の試合を楽しもう！（北九州市立本城陸上

競技場） 

【JICA 研修】「持続的な都市開発のための都市経営」コース 

【公開講座】北九州スタジアムを活かしたまちづくり（北九州スタジアム建設

現場） 

【研究会】日本防火・危機管理推進協会「平成 28 年第 4 回：地方公共団体

の危機管理に関する研究会」 

【コメンテーター】副都心黒崎開発推進会議「地域づくりマネージャー養成

塾」 

１２ 3 

9 

〃 

 

15 

18 

18～24 

 

26 

 

【講演】地域課題解決全国フォーラム in 庄内 

【講演】平成 28 年度八幡西市民アカデミー事業「かがやき塾」 

【コメンテーター】副都心黒崎開発推進会議「地域づくりマネージャー養成

塾」 

【講演】フットパス in 大川・講演会 

【受賞】第 3 回守屋研究奨励賞受賞：深谷裕准教授 

【各種協議、市場調査、技術指導】産業人材育成に関わる協議、中古機械

等の市場調査・商談会、ベトナム企業の経営・技術指導 

【講演】ロボット・IoT・AI 等を活用した生産性向上研究会「本市中小企業の

展望」 

 






